
広島県立文
もん

書
じょ

館
かん

開
催
に
あ
た
っ
て

賀か

屋や

興お
き

宣の
り

（
一
八
八
九
〜
一
九
七
七
）
は
、
明
治
二
十
二

年
、
国
学
者
藤
井
稜い

威づ

と
漢
学
者
賀
屋
鎌か

ね

子こ

の
二

男
と
し
て
広
島
市
鷹
匠

た
か
じ
ょ
う

町
（
現
広
島
市
中
区
本
川

町
）
で
生
ま
れ
た
。
大
蔵
省
主
計
局
長
、
次
官
を

経
て
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
に
第
一
次
近
衛
内
閣

の
蔵
相
と
し
て
初
入
閣
、
昭
和
十
六
年
に
は
東
条

内
閣
の
蔵
相
と
な
り
、
日
米
開
戦
の
決
定
に
関
与

し
、
膨
大
な
軍
事
財
政
を
増
税
等
に
よ
り
賄
っ
た
。

敗
戦
後
東
京
裁
判
で
Ａ
級
戦
犯
と
な
り
終
身
刑
を

言
い
渡
さ
れ
た
が
、
昭
和
三
十
年
に
仮
出
所
、
昭

和
三
十
三
年
に
赦
免
さ
れ
た
。
同
年
に
衆
院
選
に

出
馬
し
て
当
選
、
昭
和
三
十
八
年
か
ら
は
第
二
次
、

第
三
次
池
田
内
閣
の
法
務
大
臣
を
務
め
、
昭
和
四

十
七
年
に
八
十
三
歳
で
引
退
す
る
ま
で
自
民
党
議

員
と
し
て
安
保
条
約
、
日
韓
・
日
中
問
題
に
関
与

し
た
。

昨
年
度
、
当
館
で
は
賀
屋
家
文
書
を
収
集
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
同
家
は
興
宣
の
母
鎌
子
の
実
家

で
あ
る
。
賀
屋
家
は
、
江
戸
時
代
後
半
に
は
江え

戸ど

詰づ
め

の
広
島
藩
士
で
、
祖
父
明あ

き
ら

の
時
に
明
治
維
新
を

迎
え
広
島
に
帰
っ
た
。
明
の
弟
忠
恕
は
心
学
者
で
、

明
治
の
は
じ
め
神
宮
教
広
島
教
会
の
教
導
職
で
あ

っ
た
。
明
の
長
女
で
興
宣
の
母
鎌
子
は
、
幼
く
し

て
広
島
・
玉
瑛
舎
で
教
鞭
を
取
り
、
晩
年
は
慈
善

教
化
活
動
に
尽
く
し
た
。
明
、
忠
恕
、
鎌
子
、
興

宣
、
賀
屋
家
の
人
々
は
広
島
と
関
わ
り
が
大
変
深

い
。残

さ
れ
た
文
書
を
通
じ
て
、
江
戸
時
代
か
ら
明

治
、
大
正
、
昭
和
と
動
乱
期
を
生
き
抜
い
た
賀
屋

家
の
人
々
の
軌
跡
を
紹
介
す
る
。

鎌子母子　右から鎌子、長男就宣、次男興宣

ち
ゅ
う
じ
ょ

ぎ
ょ
く
え
い

し
ゃ
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一
　
江
戸
詰
広
島
藩
士
・
賀か

屋や

家

広
島
藩
家
中
の
ほ
と
ん
ど
は
広
島
城
下
に
居
住
し

て
い
た
が
、
江
戸
・
大
坂
藩
邸
や
京
都
に
も
多
数
の

藩
士
が
勤
務
し
て
い
た
。
江
戸
で
勤
務
す
る
こ
と
を

「
江
戸
詰
」
と
い
う
。
藩
主
の
参
勤
交
代
に
と
も
な
い

藩
士
も
移
動
す
る
の
で
江
戸
詰
人
数
は
一
定
し
な
い

が
、
藩
主
在
府
の
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
は
江
戸
雇

い
の
扶
持
人
な
ど
を
含
め
て
約
二
千
人
で
あ
っ
た
と

い
う
。
広
島
藩
家
中
・
扶
持
人
総
数
の
半
数
が
在
府

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
通
常
は
約
三
割
）。

明
和
四
年
（
一
七
六
七
）、
広
島
藩
士
賀
屋
嘉か

仲ち
ゅ
う

太た

就
正

は
江
戸
詰
を
命
じ
ら
れ
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）、
嘉

仲
太
就な

り

熈お
き

（
明
）
が
帰
国
を
命
じ
ら
れ
る
ま
で
、
賀
屋

家
は
参
勤
交
代
な
ど
の
一
時
帰
国
を
除
く
約
百
年
間
、

四
代
に
わ
た
っ
て
江
戸
で
勤
務
し
た
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
後
半
の
広
島
藩
は
財
政
難
で
、
ま
た
、

江
戸
は
物
価
も
高
い
た
め
、
家
計
の
や
り
く
り
は
大

変
で
あ
っ
た
。
賀
屋
家
文
書
に
は
江
戸
で
の
生
活
ぶ

り
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
少
な
く
な
い
。

賀
屋
加
仲
太
就
将
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
家
督

を
相
続
し
、
御
櫛
方
・
御お

月さ
か

代や
き

方が
た

と
い
う
江
戸
詰
の
下

役
を
振
り
出
し
に
、
御
書
物
方
、
御お

小こ

納な
ん

戸ど

、
奥
小
姓

筆
頭
、
歩か

行ち

頭が
し
ら

次
席
、
持
弓
筒
頭
、
騎
馬
頭
同
格
、
大

小
姓
頭
と
順
調
に
出
世
を
重
ね
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二

九
）
に
は
用よ

う

人に
ん

並な
み

に
ま
で
進
ん
だ
。

広
島
藩
で
政
務
を
執
る
の
は
年
寄
（
執
政
職
）
で

あ
り
、
用
人
は
そ
の
補
佐
に
あ
た
る
。
現
在
で
い
え

ば
、
年
寄
は
国
務
大
臣
、
用
人
は
次
官
に
あ
た
る
。

本
書
に
は
、
年
寄
と
の
連
絡
、
地
震
や
火
事
な
ど

の
処
置
、
藩
主
寺
社
参
詣
や
鷹
野
の
時
の
供ぐ

奉ぶ

、
家

老
と
そ
の
他
の
家
臣
と
の
関
係
等
、
具
体
的
な
用
人

の
職
務
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
奥
書
か
ら
、
文

化
十
二
年
に
当
時
用
人
上
座
で
あ
っ
た
山
本
屯
が
記

録
し
た
も
の
を
、
加
仲
太
ら
が
着
任
す
る
と
き
心
得

の
た
め
に
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

御用人心覚（文政12年）

賀屋興宣の回想１　－賀屋家－

賀屋家は赤松則村が先祖だといわれている。その何代目かの

子孫に賀陽五郎友則（？）というのがあり、備前の国の賀陽村

に住まっていた。またいつの間にか賀陽が賀屋に変わった。後

の代に至って長州萩の毛利家の客分をしていたが、毛利家と衝

突して浪人となり安芸の国の能美島に住んでいた。その後広島

の浅野藩に仕え、定府（江戸詰め）として江戸に居を構えた。

したがって母の家は代々チャキチャキの江戸っ子なのである。

三百石取りというからまあまあ中クラスの武士だったのだろ

う。（『私の履歴書』）

▲

賀
屋
家
系
図
（
一
部
推
定
）

藤
井
稜
威

就
宣

喜
太
郎
就
嗣
　
宇
平
太
就
興
　
嘉
仲
太
就
正
　
加
仲
太
就
将
　
千
之
丞
就
道
　
嘉
仲
太
就
熈（
明
）

鎌
子
　
　
興
宣

宇
平
太
就
興
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
吉
　
　
　
　
　

加
膳

忠
恕

小
膳
由
就
　

加
吉（
外
一
郎
）
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借用金証文（天保13年）

▲

広
島
藩
は
江
戸
時
代
中
期
以
降
慢
性
的
な
財
政
難
に

あ
っ
た
。
と
く
に
江
戸
藩
邸
の
支
出
や
、
参
勤
交
代
の

道
中
経
費
等
は
全
支
出
の
約
四
割
を
占
め
、
年
々
増
大

傾
向
に
あ
っ
た
。
経
費
を
削
減
す
る
た
め
、
広
島
藩
は

倹
約
令
を
継
続
す
る
ほ
か
、
家
臣
団
に
対
し
て
そ
の
知

行
や
、
扶
持
な
ど
の
俸
禄
を
「
借し

ゃ
く

知ち

」
や
「
上
米

あ
げ
ま
い

」
に

よ
っ
て
減
額
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
上
、
消
費

の
増
大
や
物
価
上
昇
が
重
な
り
、
江
戸
詰
藩
士
の
家
計

は
ま
さ
に
「
火
の
車
」
で
あ
っ
た
。「
御
用
」
を
勤
め

る
た
め
に
は
札
差
し
や
金
融
商
人
か
ら
借
金
す
る
ほ
か

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

右
は
賀
屋
家
分
家
の
借
用
証
文
で
あ
る
。
七
七
両
を

月
六
％
の
利
息
と
い
う
条
件
で
借
り
、翌
年
三
月
ま
で
の

返
済
を
約
し
て
い
る
が
、証
文
の
端
裏
書
に
よ
れ
ば
、
実
際

に
返
済
を
終
え
た
の
は
二
十
五
年
後
の
慶
応
三
年
で
あ
る
。

一
方
、
本
家
の

賀
屋
加
仲
太
就
将

は
文
化
か
ら
文
政

年
間
に
か
け
て
、

数
度
に
わ
た
っ
て

参
勤
交
代
に
つ
き

従
い
、
江
戸
・
国

元
間
を
往
復
し
て

い
る
。
藩
か
ら
手

当
て
が
支
給
さ
れ

る
も
の
の
、
財
政

難
の
折
り
十
分
な

も
の
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
た
め
江

戸
の
札
差
し
な
ど

か
ら
借
金
を
重
ね

て
い
る
。
主
家
の

浅
野
家
は
、
加
仲

太
の
苦
労
を
見
か

ね
て
「
至
極
御
内

密
に
て
、口
外
も
」

無
用
と
い
う
条
件

で
、
一
〇
〇
両
と

五
〇
両
、
二
度
に
わ
た
っ
て
恩
賜
金
を
下
し
て
い
る
の

が
右
の
内
密
口
達
で
あ
る
。
ま
た
、
文
政
十
三
年
（
一
八

三
〇
）、
藩
主
斉
賢

な
り
か
た

が
国
元
で
病
気
に
臥
し
た
時
、
若
君

（
斉
粛

な
り
た
か

）
代
の
見
舞
使
者
を
命
じ
ら
れ
た
り
、
斉
賢
逝

去
後
に
道
具
類
の
形
見
分
け
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、

加
仲
太
が
浅
野
家
か
ら
の
信
望
が
厚
か
っ
た
こ
と
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。

加
仲
太
就
将
は
息
子
千せ

ん

之の

丞じ
ょ
う

就
道
の
縁
組
み
を
決
め

た
。
相
手
は
土
佐
藩
山
内
家
（
藩
主
松
平
土
佐
守
豊と

よ

資す
け

）

の
家
臣
、
広
瀬
伝
左
衛
門
の
娘
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ

に
あ
た
っ
て
上
司
に
伺
い
を
立
て
た
文
書
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
江
戸
詰
藩
士
は
、
や
は
り
江
戸
詰
の
他
藩
家

臣
で
同
格
の
者
と
縁
組
み
す
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
な

お
、
加
仲
太
の
孫
、
嘉
仲
太
就
熈
の
後
妻
（
鎌
子
の
母
）

は
、
上か

ず

総さ

久く

留る

里り

藩
黒
田
家
（
藩
主
黒
田
豊
前
守
直な

お

静ち
か

）

の
家
老
杉
原
右
門
の
娘
で
あ
っ
た
。

加仲太御恩賜二付内密口達

▲

千之丞妻縁組二付口上

は
し
う
ら
が
き
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二
　
賀
屋
　
明

あ
き
ら

賀
屋
明
（
旧
名
嘉
仲
太
就な

り

熈お
き

、
一

八
二
五
〜
一
八
九
八
）
は
、
千せ

ん

之の

丞じ
ょ
う

が
天

保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
若
く
し
て

病
死
し
た
た
め
、
翌
年
家
督
を
継

い
だ
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
、
江
戸

で
広
島
藩
内
証
分
家
御
用
達
役
と

な
り
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
に
は

御
住
居
附
御
広
敷
御
用
人
に
進
ん

で
い
る
。
武
器
を
愛
好
し
、こ
れ
を

「
武
士
の
魂
」
と
す
る
人
で
あ
っ
た
と

い
う
。
特
に
刀
剣
に
通
じ
、
刀
剣
購

入
や
そ
の
情
報
交
換
に
関
す
る
書

状
も
少
な
く
な
い
。

明
治
維
新
と
と
も
に
一
家
で
帰

国
、
城
下
鷹
匠
町
に
屋
敷
を
賜
っ

た
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
、
広
島
藩

公
用
人
を
拝
命
し
、
翌
年
に
は
明

と
改
名
、浅
野
家
の
家
扶
と
な
っ
て
い

る
。廃

藩
置
県
後
は
娘
鎌
子
の
教
育

に
あ
た
る
と
と
も
に
、
弟
忠
恕
や
、

娘
鎌
子
、
婿
と
な
っ
た
藤
井
稜
威

の
神
宮
教
布
教
活
動
を
手
伝
い
、

明
治
十
七
年
、
自
ら
神
宮
教
広
島

区
内
教
徒
取
締
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
。

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
に
始
ま

っ
た
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
で
、
幕
府

の
敗
色
は
濃
厚
と
な
り
、
二
月
十
二

日
に
は
将
軍
徳
川
慶
喜
は
恭
順
の
姿

勢
を
示
す
た
め
、
江
戸
城
を
出
て
上

野
寛
永
寺
大
慈
院
の
一
室
に
閉
居

し
、
官
軍
の
江
戸
総
攻
撃
も
間
近
と

な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
賀
屋
嘉
仲

太
就
熈
は
「
御
国
勝
手
」（
＝
帰
国
）

を
命
じ
ら
れ
、
妻
子
や
一
族
を
と
も

な
っ
て
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
る
。

▲賀屋家鷹匠町屋敷図面　
江戸から帰国した賀屋明が藩から賜った屋敷は鷹匠町（現広島市中区本川町）
にあった。その総敷地は544坪で、賀屋興宣が思い出で語っている700坪より幾
分少ないようである。それでも広大な屋敷で、若党部屋や女中部屋がある。

帰国の奉書（慶応４年）

▲
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賀屋興宣の回想２　－鷹匠町屋敷－

明治維新で広島へ帰ることになったが、広島には家がなかったので、鷹狩

りに使う鷹を飼育していた〝鷹屋敷〟を藩主からもらった。千坪くらいのか

なり広い屋敷だったが、実際は七百坪ぐらいしかなかった。というのは地租

条例で土地をよけいもっているとたいへん税金を取られるといううわさが出

て、あわてて三百坪ぐらい手放したためらしい。ただでも引き受け手がなか

ったため酒一升を景品につけたという話である。ほかに財産もなかったので、

往来ばたに借家を建てて暮らしていた。女中一人と、庭の手入れのために出

入りする百姓を一日おきに雇う程度の暮らし向きだったが、それでも町内で

は寄付金などいちばんよけいに取られたものだった。私はこの家で生まれ少

年時代を若様といわれて過ごしたのであった。（『私の履歴書』）

賀
屋
嘉
仲
太
就
熈
は
、
江
戸
で
は
元
治
元
年
（
一
八
六

四
）
に
大
目
付
格
、
慶
応
四
年
に
帰
国
し
て
か
ら
は
目

付
（
使
番
兼
役
）
で
あ
っ
た
が
、
翌
明
治
二
年
三
月
に

は
広
島
藩
政
事
堂
の
公
用
人
（
第
五
級
）、
さ
ら
に
そ

の
翌
年
一
月
に
は
浅
野
家
の
家
扶
（
同
）
を
命
じ
ら
れ
、

廃
藩
置
県
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
通
の
奉
書
に

捺
印
し
て
あ
る
の
は
い
ず
れ
も
「
政
事
堂
印
」
で
あ
る
。

政
事
堂
は
慶
応
四
年
五
月
に
設
け
ら
れ
た
藩
庁
政
府
で

あ
る
。

明
治
政
府
は
、
そ
れ
ま
で
の
複
名
の
慣
習
（
実

名
・
諱い

み
な

・
字
な
ど
の
公
的
な
名
と
通
称
・
別
号
な
ど
私

的
な
名
）
を
排
除
し
、
名
前
の
近
代
化
を
推
し
進
め
る
。

安
芸
守
と
い
っ
た
国
名
な
ど
を
用
い
た
旧
官
名
を
通
称

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
の
は
明
治
三
年
十

一
月
で
あ
る
が
、
そ
の
意
向
は
各
藩
へ
す
で
に
示
さ
れ

て
い
た
。
広
島
藩
で
は
明
治
元
年
十
月
、
ま
ず
大
目
付

以
上
の
在
職
者
が
通
称
を
や
め
て
実
名
を
称
す
よ
う
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
藩
士
は
そ

れ
ま
で
の
通
称
を
改
め
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
賀
屋

嘉
仲
太
の
場
合
、
明
治
三
年
三
月
、
桃
の
節
句
に
浅
野

家
御
広
敷
に
招
か
れ
、
御
酒
を
頂
戴
す
る
時
、
旧
名

「
嘉
仲
太
就
熈
」
を
「
明
」
と
改
名
す
る
よ
う
藩
知
事

浅
野
長な

が

勲こ
と

か
ら
じ
き
じ
き
に
命
じ
ら
れ
、
そ
の
通
り
改

名
を
願
い
出
て
い
る
。

公用人・家扶奉書（明治２・３年）

明と改名願書（明治３年）

▲

▲
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三
　
賀
屋
忠
恕

賀
屋
忠
恕
（
一
八
三
八
〜
一
八
八
四
）
は
、
天
保
九
年
、
江

戸
霞
ヶ
関
広
島
藩
邸
向
屋
敷
で
、
嘉
仲
太
就
熈
（
明
）

の
弟
と
し
て
生
ま
れ
、
江
戸
の
心
学
講
舎
参
前
舎
で

平
野
橘
翁
に
つ
い
て
心
学
を
学
ん
だ
。
慶
応
四
年
、
兄

に
従
っ
て
帰
国
し
、
そ
の
後
も
心
学
者
た
ち
と
切
磋
琢

磨
し
、
広
島
の
心
学
講
舎
歓か

ん

心し
ん

舎し
ゃ

の
第
四
代
舎
主
と

な
っ
た
。

十
八
世
紀
始
め
、
京
都
の
町
人
石
田
梅
岩
に
よ
っ

て
創
始
さ
れ
た
心
学
は
、
自
ら
の
心
の
内
面
を
磨
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
倹
約
・
堪
忍
・
正
直
・
忠
孝
等
の

封
建
道
徳
を
実
践
す
る
こ
と
を
説
い
た
学
問
で
あ
る
。

利
潤
追
求
を
正
当
化
し
、
講
席
と
い
う
公
開
講
義
で

例
え
話
を
用
い
て
民
衆
に
も
わ
か
り
や
す
く
説
い
た

た
め
、
始
め
商
人
に
支
持
さ
れ
、
次
第
に
武
士
階
級

ま
で
広
ま
っ
た
。

明
治
維
新
後
、
広
島
藩
は
民
衆
を
教
化
す
る
た
め

心
学
者
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
時
採
用
さ
れ

た
の
が
賀
屋
忠
恕
や
宮
本
愚ぐ

翁お
う

（
一
八
三
九
〜
一
九
〇
三
）
ら

で
あ
る
。
忠
恕
ら
心
学
者
は
、
藩
命
に
よ
っ
て
領
内

を
巡
回
し
て
心
学
に
よ
る
教
化
を
行
な
い
、
庶
民
も

こ
れ
を
感
激
し
て
迎
え
た
。
そ
の
功
に
よ
っ
て
広
島

藩
か
ら
毎
年
米
一
七
俵
を
給
さ
れ
て
い
る
。

廃
藩
置
県
後
の
明
治
五
年
、
教
部
省
が
設
置
さ
れ

る
と
、
心
学
は
国
家
神
道
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
心
学
者
の
多
く
は
教
導
職
に
任
命
さ
れ
、
続
い

て
民
衆
教
化
に
あ
た
っ
た
。
忠
恕
も
教
部
省
か
ら
訓

導
に
任
じ
ら
れ
、
明
治
十
五
年
に
は
神
宮
教
管
長
か

賀
屋
忠
恕
の
性
格
は
温
厚
篤
実
で
、
寝
食
を
忘
れ
る

ほ
ど
道
を
説
く
の
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

三み

谿た
に

郡
向む

こ
う

江え

田た

村
（
現
三
次
市
）
と
岡
田
村
（
現
双

三
郡
三
良
坂
町
）
と
の
境
界
は
長
ら
く
紛
争
が
続
き
、

荒
廃
し
て
い
た
。
明
治
二
年
、
藩
命
に
よ
り
心
学
普
及

の
た
め
広
島
藩
領
内
を
巡
郡
し
て
い
た
賀
屋
忠
恕
と
同

行
の
木
村
嘉
蔵
は
、
村
民
に
道
を
説
き
、
徳
を
重
ん
じ

る
よ
う
諭
し
た
。
村
民
は
こ
れ
を
聞
い
て
感
激
し
、
そ

の
境
界
を
両
村
が
協
同
し
て
開
墾
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
れ
を
「
両
熟
田
」
と
呼
び
、
石
碑
を
建
て
て
こ
の
功

を
賞
賛
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
碑
文
銘
で
あ
る
。

賀
屋
忠
恕
は
明
治
五
年
九
月
、
教
部
省
か
ら
訓
導
職

に
任
じ
ら
れ
た
。
教
部
省
は
神
道
・
仏
教
や
国
民
教
化

に
関
す
る
こ
と
を
管
掌
す
る
官
庁
で
、中
央
に
大
教
院
、

地
方
に
中
教
院
を
設
置
し
、
教
正
以
下
講
義
・
訓
導
な

ど
一
四
級
の
教
導
職
を
置
い
て
、布
教
に
当
た
ら
せ
た
。

教
導
職
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
、
主
に
神
官
や
僧
侶
た
ち

で
あ
っ
た
が
、
知
識
人
や
心
学
者
も
こ
れ
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
。
こ
の
伺
書
は
、
訓
導
職
に
任
じ
ら
れ
た

賀
屋
忠
恕
が
広
島
県
内
で
心
学
講
席
を
開
席
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
兄
明
か
ら
当
時
の
権
令
伊
達
宗
興
に
願
い

出
た
も
の
で
、
願
い
の
通
り
許
可
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、旧
来
の
心
学
を
そ
の
ま
ま
説
く
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

広
島
心
学
は
廃
れ
て
い
っ
た
。

三谿郡両熟田碑文（明治３年）

▲

▲

心学講説教伺之事（明治５年）

ち
ゅ
う
じ
ょ
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明
治
政
府
は
当
初
、
神
祇
官
を
太
政
官
の
上
に
置
い

て
、
神
道
に
よ
る
「
祭
政
一
致
」
を
は
か
り
、
明
治
三

年
に
は
天
皇
の
名
の
も
と
に
大
教
宣
布
の
詔
を
発
す
る

な
ど
、
神
道
に
よ
る
国
民
教
化
を
は
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
方
針
を
徹
底
す
る
こ
と
は
無
理
で
、
廃
藩
置
県
後

は
新
設
さ
れ
た
教
部
省
（
明
治
五
〜
十
年
）
が
仏
教
・

神
道
を
含
め
た
全
宗
教
を
統
括
し
、
大
教
宣
布
運
動
を

展
開
し
、
国
民
教
化
に
あ
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

た
め
、
神
職
・
僧
侶
な
ど
を
教
導
職
に
任
命
し
て
運
動

の
中
心
と
し
た
。
そ
の
指
針
と
な
っ
た
の
が
こ
の
「
教

憲
三
章
」（
三
条
教
則
）
で
あ
る
。

四
　
賀
屋
鎌か

ね

子こ

賀
屋
鎌
子
（
一
八
六
一
〜
一
九
一
五
）
は
、
文
久
三
年
、
広

島
藩
内
証
分
家
の
江
戸
青
山
屋
敷
で
、
江
戸
詰
広
島

藩
士
賀
屋
嘉
仲
太
（
明
）
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。

幼
い
頃
よ
り
読
書
・
習
字
・
裁
縫
を
父
母
や
叔
父
忠

恕
か
ら
習
い
、
十
一
歳
に
し
て
広
島
最
初
の
女じ

ょ

紅こ
う

場ば

「
玉
暎
舎
」
で
数
学
や
読
方
を
教
え
た
と
い
う
。
そ
の

後
も
漢
籍
を
造
成
舎
（
本
川
小
学
校
の
前
身
）
の
山

口
文
造
か
ら
、
皇
学
を
神
宮
教
広
島
教
会
の
藤
井
稜

威
か
ら
、
心
学
を
叔
父
忠
恕
に
学
ん
だ
が
、
忠
恕
が

神
宮
教
会
の
教
導
職
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
鎌
子
も

同
会
に
入
っ
た
。
そ
の
縁
か
ら
師
藤
井
稜
威
と
結
婚
、

就
宣

な
り
の
り

・
興
宣
の
二
子
の
母
と
な
る
。

明
治
三
十
一
年
、
夫
・
父
が
死
去
す
る
と
賀
屋
家

に
復
籍
し
、
そ
の
後
は
愛
国
婦
人
会
の
評
議
員
と
な

り
、
ま
た
自
ら
平
和
会
や
広
島
慈
善
会
を
創
立
し
、

多
く
の
会
員
を
集
め
て
慈
善
事
業
を
行
っ
た
。「
国
民

の
発
展
は
女
子
の
双
肩
に
あ
り
」
と
い
う
の
が
彼
女

の
持
論
で
あ
り
、
風
教
を
改
良
し
民
衆
を
教
化
す
る

た
め
、
県
内
は
も
と
よ
り
隣
県
ま
で
も
講
演
し
て
歩

教憲三章（三条教則）

賀屋鎌子（『愛国婦人会
広島県支部沿革誌』）』

明
治
五
年
京
都
に
開
設
さ
れ
、
全
国
に
広
ま
っ
た
女じ

ょ

紅こ
う

場ば

は
、
手
仕
事
・
裁
縫
や
、
養
蚕
・
紡
績
・
機
織
り

な
ど
当
時
の
女
子
の
実
践
的
な
教
育
を
施
す
教
育
機
関

で
あ
る
が
、
芸
娼
妓
の
た
め
の
教
育
機
関
と
し
て
の
性

格
を
含
む
も
の
も
あ
っ
た
。
広
島
で
は
、
明
治
六
年
九

月
、
西に

し

地じ

方か
た

町ち
ょ
う

浄
国
寺
（
現
中
区
土
橋
町
）
に
造
成
舎

の
分
校
と
し
て
創
設
さ
れ
た
玉
暎
舎
が
最
初
の
女
紅
場

で
、
当
初
一
二
歳
か
ら
三
一
歳
ま
で
の
四
七
名
の
生
徒

が
こ
こ
で
学
ん
だ
。

こ
の
玉
暎
舎
で
は
男
子
は
教
鞭
を
取
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
、
教
員
と
な
っ
た
の
は
鎌
子
の
伯
母

安
井
正
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
娘
で
一
〇
歳
の
安
井

近
子
と
、
一
一
歳
の
鎌
子
が
と
も
に
助
手
と
し
て
、
ま

た
「
生
徒
長
」
と
し
て
生
徒
の
薫
陶
に
従
事
し
た
。
翌

年
、
近
子
が
去
っ
た
後
に
は
鎌
子
が
「
助
教
師
」
の
肩

書
き
を
与
え
ら
れ
て
母
嘉
恵
子
と
教
壇
に
立
っ
た
。
し

か
し
、
生
徒
の
問
題
や
経
営
難
の
た
め
、
玉
暎
舎
で
実

際
に
授
業
が
行
な
わ
れ
た
の
は
最
初
の
五
ヶ
月
だ
け

で
、
明
治
九
年
九
月
に
は
休
校
と
な
っ
た
。

玉暎舎生徒長辞令（明治６年）

▲

▲

ぎ
ょ
く
え
い
し
ゃ



- 8 -

賀屋興宣の回想３ －母鎌子－

昔伊達（宗興）というなかなか粋人の県令（権令、いまの県知事）がいて、芸者学校をつくったが、そこ

の先生に祖母と母が選ばれたという。祖母は加賀百万石の奥女中をつとめたことがあったので礼儀作法と習

字と図画を、母は当時十一歳ながら作文や算術をそれぞれ教えたそうで、十一歳の先生にしかられて泣いた

芸者もいたという。母の月給は四円で、当時の巡査とほぼ同じだったというから、その鼻息は荒かったに違

いない。（『私の履歴書』）

母は国学、漢学、心学をやっておりました。（中略）各種の公的・私的団体に関係し、力を尽くし、自ら

も広島で広島平和会とか、広島慈善婦人会とかを作り、会長となって活動をしておりました。今で言えば福

祉施設、福祉行政とかに当たるものでありましょう。また広島県その他近県の各所に、道義・精神の普及等

のために、度々講演に歩いていたようであります。正直に申しまして広島では徳望が厚く、また女丈夫とも

言われ、買いかぶられて武道にも達しているように評判がありました。しかし私の知っている限りでは、武

道は特に正式に学んだこともないようであります。（『渦の中』）

鎌
子
は
、
玉
暎
舎
休
校
の
後
、
旧
家
老
上
田
家
の
儒

者
で
あ
っ
た
山
口
文
造
に
つ
い
て
漢
学
を
学
び
、
文
造

が
私
塾
（
敬
業
堂
）
を
開
く
と
そ
の
助
手
と
し
て
採
用

さ
れ
た
。
明
治
十
三
年
、
師
文
造
が
亡
く
な
る
と
、
そ

の
門
下
生
を
引
き
受
け
て
、
鷹
匠
町
の
自
宅
に
松
柏
館

を
開
い
て
そ
の
教
育
に
従
事
し
た
。
し
か
し
、
叔
父
忠

恕
が
神
宮
教
広
島
教
会
所
の
教
導
職
と
な
る
に
及
ん
で

神
道
に
入
り
、
教
導
職
就
任
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
そ
の
決
意
を
示
す
た
め
父
明
に
提
出
し
た
血
判

書
で
、
署
名
の
下
に
血
判
が
確
認
で
き
る
。
鎌
子
の
な

み
な
み
な
ら
ぬ
決
意
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
三
年
後
の

明
治
十
六
年
八
月
、
鎌
子
は
廿
日
市
で
初
め
て
神
宮
教

の
説
教
を
行
い
、
各
地
か
ら
招し

ょ
う

聘へ
い

さ
れ
る
こ
と
が
増
し

た
た
め
、
私
塾
は
廃
校
と
な
っ
た
。

明
治
五
年
、
近
世
以
来
人
々
か
ら
人
気
を
集
め
た
伊

勢
信
仰
を
基
盤
と
し
て
神
宮
教
会
が
設
立
さ
れ
、
各
地

に
説
教
所
や
教
会
所
が
置
か
れ
た
。
明
治
十
二
年
に
は

広
島
に
も
教
会
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
教
会
所

に
集
ま
る
教
徒
を
組
織
化
す
る
た
め
愛
国
講
社
が
結
社

さ
れ
、
入
社
を
呼
び
か
け
た
。
こ
れ
が
後
の
神
風
講
社

で
あ
る
。教
導
職
の
弟
忠
恕
が
神
宮
教
に
深
く
関
わ
り
、

娘
鎌
子
も
こ
の
十
月
に
念
願
の
教
導
職
試
補
に
任
じ
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
明
は
自
宅
を
神
風
講
社
の
事
務
取
扱

所
と
す
る
こ
と
に
決
め
、
神
宮
教
広
島
本
部
長
の
藤
井

稜
威
に
願
い
出
た
。
こ
の
年
、
明
自
身
も
広
島
区
内
教

徒
取
締
に
就
任
し
て
い
る
。

教導職就任の決意血判書（明治13年）

▲

▲

神風講舎扱所設立願（明治17年）
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賀屋興宣の回想4 －日清戦争－

ある日、私の祖母が夏、台所で肌ぬぎで働いていると、いきなり玄関の横の勝手口から入ってきた人が、

浅野長勲
なが こ と

公爵、昔の殿様である。なにしろ御殿女中を経験した祖母のことであるから、恐縮しなかったので

あるが、長勲公が訪れた用事というのは、臨時議会が広島において開かれるので、貴族院議員細川子爵と京
きょう

極
ご く

子爵という（中略）その二人の宿舎をしてもらいたいという頼みであった。そこでその二人が泊まること

になり、私の家の八畳と六畳の客間を使用することになった。二人は議会に行くほかあまり用がないので、

小さい私はよく二人のところに行って、そのひざに乗って戦争談を聞いたり、自分でしゃべったりしたこと

は記憶に残っている。特に私がその子爵議員が泊まったことで大変ぐあいがいいと思ったのは、当時のこと

であるからもちろん自動車はない。二人には専用の人力をつけることになって、その人力で車夫が（中略）

かわるがわる私を乗せて、五、六歳の子供では行けないような遠方までつれて行って、いろんなものを見せ

てくれる。これが何よりもうれしいことであった。（『渦の中』）

明
治
二
十
七
年
、朝
鮮
で
の
東
学
党
の
乱
を
契
機
に
、

政
府
は
広
島
の
第
五
師
団
に
出
兵
を
命
じ
た
。
そ
の
後

各
師
団
が
次
々
と
広
島
入
り
し
、
広
島
は
派
兵
基
地
と

し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
大
本
営
と

帝
国
議
会
が
開
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
天
皇
、
政
府

高
官
、
貴
・
衆
両
院
議
員
な
ど
が
広
島
に
集
結
し
た
。

彼
ら
は
広
島
市
内
外
の
旅
館
や
個
人
宅
に
分
宿
し
た
。

こ
れ
は
、
同
年
秋
、
鎌
子
が
上
京
途
次
の
夫
藤
井
稜

威
に
宛
て
た
書
翰
で
あ
る
。
賀
屋
家
で
は
、
侯
爵
浅
野

長な
が

勲こ
と

の
依
頼
に
よ
っ
て
、
子
爵
京き

ょ
う

極ご
く

高
典

た
か
ま
さ

と
細
川
興
貫

お
き
つ
ら

を
議
会
期
間
中
に
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。

▲

京極・細川子爵宿泊を伝える鎌子書翰（明治27年）

日
露
戦
争
後
、
政
府
当
局
は
、
長
引
く
戦
後
不
況
の

な
か
で
日
本
が
帝
国
主
義
的
列
強
に
伍
し
て
い
く
た
め

に
は
、
戦
後
の
世
情
軽
薄
化
を
戒
め
、
愛
国
心
の
意
識

を
高
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
政
府
は
、
明
治
四

十
一
年
十
月
、
天
皇
の
名
の
も
と
に
、
国
民
統
合
を
図

る
た
め
、
戊
申
詔
書
を
発
布
し
た
。
広
島
県
も
同
年
五

月
、
各
種
の
団
体
活
動
を
通
じ
て
一
致
共
同
の
精
神
を

作
興
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

賀
屋
鎌
子
が
町
内
の
改
善
を
目
的
と
し
て
平
和
会
を

自
宅
鷹
匠
町
に
起
こ
し
た
の
も
こ
の
年
九
月
十
一
日
で

あ
る
。
こ
の
日
の
夜
、
鎌
子
は
市
内
本
川
尋
常
小
学
校

で
教
育
勅
語
よ
り
孝
道
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
た
。
聴

衆
は
千
名
を
越
し
、
非
常
な
盛
況
を
呈
し
た
と
い
う
。

こ
の
後
、
鎌
子
は
同
様
の
講
演
の
た
め
に
県
内
外
を
精

力
的
に
回
る
こ
と
に
な
る
。

平和会開会世話方出席者名簿（右）と
本川尋常小学校舎使用許可書（明治41年）

▲
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五
　
賀
屋
興お

き

宣の
り

収
集
し
た
賀
屋
家
文
書
の
中
に
は
、
残
念
な
が
ら
興

宣
に
関
す
る
文
書
は
多
く
な
い
。
賀
屋
家
分
家
相
続
に

関
す
る
文
書
や
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
入
獄
中
に
受
け
取
っ
た

手
紙
な
ど
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
興
宣
に
は
『
私
の
履
歴
書
』（
昭
和
三
十

八
年
）、『
戦
前
・
戦
後
八
十
年
』（
昭
和
五
十
一
年
）

と
い
う
著
書
が
あ
り
、
そ
の
お
い
た
ち
か
ら
、
大
蔵
省

時
代
の
回
想
、
大
蔵
大
臣
と
し
て
の
戦
時
経
済
政
策
、

巣
鴨
で
の
監
中
生
活
、
戦
争
責
任
へ
の
言
及
、
そ
し
て

戦
後
の
政
界
復
帰
と
、
激
動
の
歴
史
の
表
舞
台
に
立
っ

た
政
治
家
と
し
て
、
多
く
の
歴
史
的
な
証
言
を
今
日
に

残
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
宮
村
三
郎
氏
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
た
六
回
に
わ
た
る
興
宣
の
談
話
速
記
な
ど
を
ま

と
め
た
『
評
伝
賀
屋
興
宣
』（
昭
和
五
十
二
年
）、
興
宣

の
死
後
に
娘
夫
婦
が
ま
と
め
た
遺
稿
集
『
渦
の
中
』

（
昭
和
五
十
四
年
）
が
あ
り
、
興
宣
の
人
と
な
り
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

賀屋興宣（『渦の中』）

藤
井
稜
威
と
鎌
子
の
二
男
と
し
て
誕
生
し
た
興
宣

は
、
四
歳
の
と
き
、
親
族
が
相
談
し
た
結
果
、
賀
屋
家

の
分
家
（
東
京
）
で
、
祖
父
明
の
弟
・
外
一
郎
の
妻
ハ

ナ
の
家
督
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
ハ
ナ
の
実
家
は
や

は
り
広
島
藩
士
出
身
の
竹
内
家
で
、
成
長
の
上
は
竹
内

家
血
縁
の
女
子
を
妻
と
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

た
。
し
か
し
、
大
蔵
省
入
省
の
年
、
興
宣
が
妻
と
し
た

の
は
池
谷
春
子
で
あ
っ
た
。
興
宣
は
「
春
子
と
は
相
愛

の
結
婚
で
あ
っ
た
。
私
の
周
囲
に
は
反
対
の
人
も
あ
っ

た
。
そ
れ
は
彼
女
が
庶
民
家
庭
の
娘
で
あ
る
た
め
で
あ

る
。（
中
略
）
し
か
し
、
私
の
彼
女
に
対
す
る
気
持
は
、

動
か
な
か
っ
た
。（
中
略
）
私
は
二
人
の
結
婚
を
後
悔

し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。」（『
戦
前
・
戦
後
八
十
年
』）

と
記
し
て
い
る
。

巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
収
監
中
の
興
宣
に
、
三
年
前
出
所
し

た
長
野
県
居
住
の
坪
川
豊
久
か
ら
届
い
た
手
紙
で
あ

る
。
収
監
中
の
戦
犯
に
同
情
を
寄
せ
る
リ
ン
ゴ
園
主
が

差
し
入
れ
た
リ
ン
ゴ
を
送
る
と
と
も
に
、
収
監
中
の
Ａ

級
戦
犯
と
の
面
会
を
依
頼
し
て
い
る
。

興
宣
は
収
監
さ
れ
て
い
た
十
年
間
に
、
所
内
の
待
遇

改
善
を
は
か
る
一
方
で
、
国
会
議
員
と
連
絡
を
取
り
合

い
、
刑
死
者
の
遺
族
に
対
す
る
扶
助
料
支
給
の
法
律
案

を
議
員
立
法
で
国
会
に
提
出
、
可
決
成
立
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
。

賀屋分家家督相続決定覚書（明治26年）

▲

▲

坪川豊久書翰（左）と巣鴨プリズン収監中の賀屋興宣（右）
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賀 屋 明 ・ 忠 恕 ・ 鎌 子 ・ 興 宣 年 譜

興 宣

明 治 2
2 ･ １ 　 広 島 市 鷹 匠 町 で 出 生

明 治 2
6 ･ 分 家 賀 屋 家 を 継 承

明 治 3
6 ･ 県 立 広 島 中 学 入 学

明 治 4
2 ･ 第 一 高 等 学 校 入 学

明 治 4
4 ･ ９ 　 東 大 法 学 部 入 学

大 正 ６ ･ 大 蔵 省 入 省 、 春 子 と 結 婚

昭 和 ２ ･ ジ ュ ネ ー ブ 軍 縮 会 議 随 員

昭 和 ９ ･ ５ 　 大 蔵 省 主 計 局 長

昭 和 1
1 ･ ５ 　 大 蔵 省 理 財 局 長

昭 和 1
2 ･ ２ 　 大 蔵 次 官

昭 和 1
2 ･ ６ 　 第 一 次 近 衛 内 閣 大 蔵 大 臣

昭 和 1
4 ･ ８ 　 北 支 那 開 発 ( 株 ) 総 裁

昭 和 1
6 ･ 1
0 東 条 内 閣 大 蔵 大 臣

昭 和 2
0 ･ ５ 　 東 京 裁 判 開 廷

昭 和 3
0 ･ ９ 　 巣 鴨 プ リ ズ ン 出 所

昭 和 3
3 ･ ５ 　 衆 議 院 議 員 初 当 選

昭 和 3
8 ･ ７ 　 池 田 内 閣 法 務 大 臣

昭 和 4
7 ･ 政 界 引 退

昭 和 5
2 ･ ４ 　 死 去

忠 恕

天 保 ９ ･ ４ 　 江 戸 藩 邸 向 屋 敷 で 出 生

文 久 元 ･ ８ 　 心 学 入 門

慶 応 ４ ･ ４ 　 帰 国

明 治 ２ ･ 民 衆 教 化 の た め 領 内 を 巡

回

明 治 ３ ･ ３ 　 三 谿 郡 両 熟 田 碑 文

明 治 ４ ･ 1
0 広 島 県 小 属 出 仕 、 民 事 戸

籍 係

明 治 ５ ･ ２ 　 広 島 県 を 辞 職

明 治 ５ ･ ９ 　 訓 導 職

明 治 ６ ･ ２ 　 神 宮 教 少 講 義 、 県 下 講 社

取 締

明 治 1
5 ・ ６ 　 神 宮 教 権 大 講 義

明 治 1
7 ･ 1
1 死 去

鎌 子

文 久 ３ ･ ２ 　 江 戸 青 山 邸 内 で 出 生

慶 応 ４ ･ ４ 　 帰 国

明 治 ６ ･ ９ 　 玉 瑛 舎 の 生 徒 長 （ 助 教 ）

明 治 ６ ･ 1
1 山 口 文 造 に 漢 学 を 習 う

明 治 ７ ･ 玉 瑛 舎 副 教 師

明 治 ９ ･ 1
0 山 口 文 造 の 敬 業 堂 助 教

明 治 1
3 ･ ８ 　 教 導 職 就 任 の 決 意 血 判 書

を 提 出

明 治 1
3 ･ 1
0 私 塾 松 柏 館 を 開 く

明 治 1
5 ･ ５ 　 藤 井 稜 威 に 皇 学 を 学 ぶ

明 治 1
6 ･ ５ 　 広 島 ・ 山 口 各 所 で 布 教

明 治 1
6 ･ 1
1 藤 井 稜 威 と 結 婚

明 治 1
7 ･ 1
0 神 道 神 宮 教 教 導 職 試 補

明 治 2
6 ･ ５ 　 神 宮 教 権 中 講 義

明 治 3
1 ･ １ 　 夫 藤 井 稜 威 死 去

明 治 3
2 広 島 婦 人 慈 善 会 長

明 治 3
2 〜 4
0 各 地 の 婦 人 会 等 で 数 十 回

の 講 演

明 治 3
3 〜 　 　 日 赤 篤 志 看 護 婦 人 会 広 島

支 会 相 談 役

明 治 3
5 ･ ３ 　 愛 国 婦 人 会 広 島 支 部 幹 事

明 治 3
5 ･ 1
0 石 門 心 学 に 入 会

明 治 3
6 ･ ５ 　 芸 備 婦 人 慈 善 会 評 議 員

明 治 3
6 ･ 1
2 愛 国 婦 人 会 奥 村 五 百 子 の

代 理 と し て 可 部 で 講 演

明 治 3
7 日 露 戦 争 、 軍 人 を 自 宅 に

宿 泊 さ せ 精 神 教 育 を 施 す

明 治 4
1 ･ １ 　 女 中 興 風 会 を 設 立

明 治 4
1 ･ ９ 　 平 和 会 設 立 、 会 主

大 正 ４ ･ ４ 　 死 去

明 （ 嘉 仲 太 ）

天 保 1
2 ･ 1
0 賀 屋 家 相 続

慶 応 ４ ･ ４ 　 帰 国 し 、 鷹 匠 町 屋 敷 を 賜

る

明 治 ２ ･ ３ 　 広 島 藩 公 用 人

明 治 ３ ･ １ 　 浅 野 家 家 扶

明 治 ３ ･ ３ 　 明 と 改 名

明 治 ４ ･ ６ 　 廃 藩 置 県 、 免 職

明 治 1
7 ･ 1
0 神 風 講 社 事 務 取 扱 所 設 立

願 書 提 出 、 広 島 区 内 教 徒

取 締

明 治 2
7 日 清 戦 争 、 自 宅 に 京 極 ・

細 川 子 爵 宿 泊

明 治 3
1 ･ ６ 　 死 去
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１　江戸詰広島藩士・賀屋家

賀屋家先祖書調製願書
就正・就熈諱選定書（文政９・天保10年）
要用之扣（安永２年）
御歩行目附之事
公方様所々御成之節達控（明和５年）
帰国御供ニ付達（文化５年）
御役料・足軽増ニ付奉書（文化15年）ほか
江戸詰ニ付知行米御庫渡免許書（文政３年）
御用人並仰付けニ付達ほか（文政12年）
御用人心覚（〃）
藩主斉賢病気見舞使者派遣ニ付達（天保元
年）
天祐院様道具類の形見分け口達
濃州・勢州川々普請御用済ニ付達（天保７
年）ほか
借用金証文（天保13年）ほか
御勝手向難渋ニ付扶持方削減の達写
足軽若党切符金寸志差し上げニ付口上
加仲太御恩賜ニ付内密口達
千之丞妻縁組ニ付口上ほか

２　賀屋　明

後妻縁組之節諸届按書之控（嘉永４年）
嘉仲太就熈親類書（〃）
縁付雷管代受取書
刀剣購入に関する書状
預け金利足受取覚帳（文久元年）
預り金証文（慶応２年）
帰国の奉書（慶応４年）
預り金返済ニ付証文（慶応４年）
賀屋家鷹匠町屋敷図面ほか
公用人・家扶奉書（明治２・３年）ほか
明と改名願書（明治３年）ほか

賀屋外一郎家禄奉還願（〃）
履歴書（明治17年）

３　賀屋忠恕

履歴書（明治14年）
心学道話出張ニ付達（明治２年）
宮本愚翁日記抜粋（明治２年） 宮本家文書
三谿郡両熟田碑文（明治３年）
広島藩・広島県出仕辞令写（明治４年）
心学講説教伺之事（明治５年）
教憲三章（三条教則）

４　賀屋鎌子

作文記・御ふみ之本（明治７年ほか）
玉暎舎生徒長辞令（明治６年）
教導職就任の決意血判書（明治13年）
神風講舎扱所設立願（明治17年）
鎌子詠草献上願書（明治18年）
鎌子・藤井稜威往復書翰
京極・細川子爵宿泊を伝える鎌子書翰（明
治27年）
平和会開会世話方出席者名簿（明治41年）
本川尋常小学校舎使用許可書（〃）
日赤篤志看護婦人会例会案内（明治44年）
愛国婦人会広島支部招魂祭案内（〃）
賀屋鎌子名刺
三陸大津波救助金感謝状（明治31年）
履歴書（明治42年）

５　賀屋興宣

賀屋分家家督相続決定覚書（明治26年）
賀屋分家家督相続届（〃）
坪川豊久書翰

期間中展示文書の入れ替えを行なうことがあります。

平成12年度収蔵文書展　賀屋家の人々～明・忠恕・鎌子・興宣～賀屋家文書展
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